
【
問
】
年
金
を
受
け
取
れ
る
人
が

増
え
た
と
聞
い
た
の
で
す
が
。

【
答
】
は
い
、
法
律
が
改
正
さ
れ
、

新
た
に
年
金
を
受
け
取
れ
る
方
が

増
え
、
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
も

で
き
ま
す
。

【
問
】
ま
ず
、
年
金
制
度
の
概
略

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
答
】
年
金
は
表
１
の
よ
う
に
、

第
１
号
、
第
２
号
、
第
３
号
被
保

険
者
に
分
か
れ
ま
す
。
20
歳
以
上

の
全
て
の
人
が
加
入
す
る
国
民
年

金
と
、
会
社
員
や
公
務
員
が
加
入

す
る
厚
生
年
金
の
２
階
建
て
に
な
っ

て
い
ま
す
。

【
問
】
年
金
を
受
け
て
い
な
い
知

り
合
い
が
「
年
金
支
給
の
請
求
書
」

が
送
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。

【
答
】
こ
れ
ま
で
年
金
を
受
け
取

れ
る
「
資
格
期
間
」
は
25
年
間
以

上
で
し
た
。
25
年
以
上
の
保
険
料

支
払
い
が
必
要
で
し
た
が
、
今
年

８
月
か
ら
、
必
要
な
期
聞
か
「
10

年
」
に
短
縮
さ
れ
ま
す
。
「
資
格

期
間
」
と
は
国
民
年
金
の
保
険
料

を
納
め
た
期
間
や
、
免
除
さ
れ
た

期
間
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
期
間

（
船
員
保
険
を
含
む
厚
生
年
金
保

険
や
共
済
組
合
な
ど
の
加
入
期
間
）
。

年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
く
て

も
資
格
期
間
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
。
こ
れ
は
「
カ
ラ
期
間
」

と
呼
ば
れ
、
保
険
料
を
支
払
っ
た

期
間
に
合
算
で
き
る
対
象
期
間
で

す
。
こ
れ
ら
を
合
算
し
た
も
の
が

「
資
格
期
間
」
で
す
。
資
格
期
間

が
10
年
（
１
２
０
か
月
）
以
上
あ

る
と
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

【
問
】
誰
が
受
け
取
れ
る
か
分
か

る
の
で
す
か
。

【
答
】
新
た
に
年
金
を
受
け
取
れ

る
よ
う
に
な
る
10
年
以
上
25
年
未

満
の
資
格
期
間
の
人
に
は
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
年
金
請
求
書
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。
申
請
が
必
要
で
す
。

【
問
】
い
つ
か
ら
受
給
で
き
る
の

で
す
か
。

【
答
】
す
で
に
65
歳
以
上
で
保
険

料
納
付
済
期
闇
が
10
年
以
上
の
人

は
、
最
も
早
い
支
払
い
で
今
年
の

10
月
に
9
月
分
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

以
降
、
2
か
月
分
の
年
金
が
偶
数

月
に
支
払
わ
れ
ま
す
。
厚
生
年
金

保
険
の
加
入
期
間
が
1
年
以
上
あ

る
場
合
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の

方
も
9
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
問
】
私
は
10
年
を
満
た
し
て
い

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
答
】
年
金
加
入
期
間
が
10
年
未

満
の
人
の
場
合
、
次
の
対
応
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

①
年
金
加
入
記
録
に
漏
れ
が
あ
る
。

②
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
任
意
加
入

す
る
（
昭
和
40
年
4
月
1
日
以
前

生
ま
れ
の
人
は
70
歳
ま
で
）
。
③

保
険
料
後
納
制
度
を
使
い
、
未
納

期
間
を
解
消
す
る
。
④
合
算
対
象

期
間
が
あ
る
。
こ
の
方
々
へ
は
、

年
内
を
め
ど
に
お
知
ら
せ
の
送
付

が
開
始
さ
れ
ま
す
。

【
問
】
以
前
、
「
宙
に
浮
い
た
年

金
」
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
解

決
し
た
の
で
す
か
。

【
答
】
い
い
え
、
い
ま
だ
に
２
０

０
０
０
万
件
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、
「
幸
子
（
ゆ
き
こ
）
」
さ
ん

が
、
若
い
と
き
会
社
で
「
さ
ち
こ
」

さ
ん
で
登
録
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

本
人
の
記
録
と
は
分
か
ら
な
か
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
新
た
な
記

録
が
見
つ
か
れ
ば
、
資
格
期
間
か

増
え
ま
す
の
で
、
受
給
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
年
金
が
増
え
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
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今
回
は
、
年
金
の
受
給
期
間
が
10
年
に
短
縮
に
さ
れ
、
本
年
の
2
月
か
ら
7
月
に
か
け
て
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
請
求
書
提
出
の
文
書
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
10
年
以
上
資
格
が
あ
り
な
が

ら
請
求
書
が
到
着
し
て
い
な
い
方
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
の
保
険
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

くらしに役立つ制度紹介

雑
感
終
戦
の
8
月
の
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
は
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
の
悲
惨
さ
や
戦
争
の
残
酷
さ

の
記
事
や
放
送
が
さ
れ
る
。
今
年
は
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
記
事
や
放
送
が
多
い
よ
う
に
感
じ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
７
３
１
部
隊
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
を
取
り
上
げ
た
も
の
を
見
た
。

新
聞
記
事
で
は
中
日
新
聞
の
作
家
で
作
詞
家
の
な
か
に
し
礼
さ
ん
の
満
州
か
ら
引
き
上
げ
た
時
の

こ
と
を
書
い
た
も
の
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
。
戦
争
を
知
っ
て
い
る
世
代
が
亡
く
な
り
、
語
り
継

げ
る
者
が
減
る
中
、
何
と
し
て
も
「
言
い
残
さ
な
け
れ
ば
」
と
い
う
気
迫
を
感
じ
た
。
戦
争
を
体

験
し
た
多
く
の
人
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「
最
期
は
軍
隊
は
、
一
番
先
に
逃
げ
出
し
国
民
を
守

ら
な
か
っ
た
こ
と
」
「
無
責
任
体
制
の
中
で
兵
士
の
命
は
ま
っ
た
く
顧
み
な
か
っ
た
」
等
こ
れ
が

戦
争
の
実
態
で
あ
る
と
。
そ
の
よ
う
な
反
省
の
中
で
、
今
の
「
日
本
国
憲
法
」
が
生
ま
れ
た
。
な

か
に
し
さ
ん
は
「
芸
術
品
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
自
民
党
は
対
案
を
と
い
っ
て
い
る
が
、
す
ば
ら

し
い
今
の
憲
法
を
守
る
こ
と
が
対
案
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
は
な
い
と
。
20
日
は
革
新
懇
講
演
会
へ
。

年
金
を
受
け
取
る
人

が
増
え
た
い
ま
す

１
０
年
を
満
た
す

た
め
の
対
策
を

資
格
期
間
２
５

年
が
短
縮
さ
れ
る

表
１

第1号被保険

者
第2号被保険者第3号被保険者

加
入
者

自営業、農林
業、フリーター

70歳以下の民間
会社で働く人や、
公務員等

20～60歳の2号
被保険者の被扶
養配偶者

国
民
年
金
保
険

料

16,490円
（免除制度等
あり）

厚生年金保険料
に含まれる

配偶者の制度が
納付し、保険料
は直接支払わな
い

米原革新懇講演会
日時 8月20日（日） 14：00開会
場所 米原市近江公民館2階研修室

内容 「戦後70年間、戦争をしなかった国

を支えたものは～自民党は憲法をどう変

えようとしているのか」
講師 玉木昌美弁護士（滋賀第1法律事

務所）是非参加をお願いします。


